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平成29年12月末現在
256万1,848人

昭和60年12月末現在
85万612人

※ 各年末現在。平成２３年までは外国人登録者数。平成２４年以降は，在留外国人数。

昭和 平成

人

在留外国人数の推移
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在留外国人の在留資格・国籍別内訳( 平 成 2 ９ 年 末 )
法 務 省

Ministry of Justice

在留外国人数（総数） 256万1,848人
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国籍・地域別在留資格別
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127万8,670人

48万6,398人

平成

我が国における外国人労働者数の推移

（人）

※ 厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」に基づく集計（各年１０月末現在の統計）
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■身分に基づく在留資格 ■技能実習
■資格外活動 ■特定活動
■専門的・技術的分野の在留資格 ■不明

68万6,246人

法 務 省
Ministry of Justice



①就労目的で在留が認められる者 約23.8万人
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与え
る影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 約45.9万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活
動が可能。

④特定活動 約2.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設
就労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により
報酬を受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約29.7万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認めら
れる場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 約25.8万人
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係の
ある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした技
能実習生も同様。）。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。

※外国人雇用状況の届出状況（平成29年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （雇用対策法第２８条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師

研究 政府関係機関や私企業等の研究者

教育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介護 介護福祉士
※ 平成29年９月から新たに追加

技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
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我が国における外国人労働者の内訳 法 務 省
Ministry of Justice



制度概要

我が国に在留資格をもって中長期在留する外国人を対象として，その適正な在留の確保に資するため，法務大
臣が在留状況を継続的に把握するとともに，外国人には利便性の向上を図り，その結果，外国人との共生社会を
実現するための制度

制度創設の背景

制度の目的

旧
制
度

新
制
度

（制度改正）

【我が国の国際化の進展】
● 新規入国者の増加（Ｈ２年 ２９３万人 → Ｈ２２年 ７９２万人）
● 外国人の構成の多様化
● 不法残留者の存在（不法残留者の存在 Ｈ２３年１月 ８万人）

【旧制度における問題点】
● 外国人登録の情報について法務省に調査権がない
● 在留期間の途中における事情変更について法務省に届け出る義務がない
● 外登法上の申請義務違反が入管法上の処分と結びついていない
● 不法滞在者にも外登証が公布されている

外国人の居住状況が正確に把握されておらず，共生社会が実現できていない
(外登上の情報と実態が乖離)
● 外国人住民に対する各種行政サービスや支援施策を講ずることが困難
● 国民健康保険証の未回収，児童手当の過払い，不就学問題への対応困難
● 不法滞在者・不法就労者への対策が不十分

安定した生活基盤のない外国
人が転職・転居を繰り返す
ケースが増加

その結果・・・

在留期間
更新時等

偽装滞在者等への対応
共生社会の実現

法務大臣による外国人
の在留管理に必要な情
報を一元的，正確かつ

継続的に把握

在留期間
更新時等

線の管理

在留管理制度の概要（平成24年7月9日施行） 法 務 省
Ministry of Justice
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【在留管理制度の概要】
●外国人の就労状況等を正確かつ確実に把握するための届出制度を新設（詳細次頁）
●法務省が入手した正確な情報を市区町村に適切に提供
●届出事項についての事実の調査，在留資格取消制度の整備

新制度への移行

住居地，就労状況，
身分関係等に係る

届出



在留管理制度における届出情報の活用状況等

住居地情報の提供

所属機関の移籍等に関する届出（義務）
【入管法第１９条の１６】
在留カードの記載事項変更届出（義務）
【入管法第１９条の１０】

【入管法第１９条の７～９】
【住基法第２２条～第２４条】

就労状況の突合

在留管理における就労状況の把握

法 務 省
Ministry of Justice

雇入れ時，
離職時に届出

住居地の変更時
に届出
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就労状況の把握に当たっての課題

外国人の就労状況の把握に当たっては，次のような事情により所属
機関からの雇用状況届出の事実が確認できない場合がある。

(1) 事業主は届出をしているが，法務省の情報と突合ができていない
(2) 事業主が届出の義務を履行していない

法務大臣が以下の①及び②の届出を受け，これらを確認することに
より就労状況の把握を行うことが可能となる。

① 外国人本人からの所属機関等に関する変更の届出
② 事業主からの雇用対策法に基づく外国人の雇用状況についての厚

生労働大臣への届出

対応策案

【情報提供のための枠組み構築】
〔届出項目の不一致〕

不一致案件及びその原因について厚労省へ情報提供 → 事業主への指導実施
〔未届出〕

本人からの届出（入管法１９条の１６）や在留申請（更新，変更）で雇用主が
ある案件で，所属機関からの雇用状況届出が出されていないものについて厚労省
へ情報提供 → 未届事業主への指導実施

【業種・職種の把握方法】
オンライン申請の開始時期に合わせて申請書記載項目の見直しを検討

①

②

未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）

〔在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化〕

外国人材の受入れを一層進めるに当たって、平成30年度からオンライン化を含めた新しい在留資格手続を開始するべく、所要の準備を進めるなどし、在留
資格審査の大幅な円滑化及び迅速化を実現する。そのため、在留管理基盤の強化に向けて、行政手続簡素化の原則も踏まえ、各種識別番号の活用の在り方な
ど、外国人の就労状況を正確かつ迅速に把握するための方策を検討する。

市区町村

中長期在留者 住居地届出（義務）

法務省

外国人
雇用状況届出

（義務）
【雇対法第２８条】

（例）企業等
中長期在留者の

所属機関

住民票の記載に関する情報の提供雇用状況届出情報の提供

所属機関による
受入れ等に係る届出（努力義務）
【入管法第１９条の１７】

（例）学校等
（雇対法の届出義務がある

事業主は除外）

厚生労働省

①

②



法 務 省
Ministry of Justice

在留資格手続のオンライン化について

〔在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化〕

未来投資戦略２０１７（平成２９年６月９日閣議決定）

オンライン申請

就労状況等の
在留状況を把握

法務省

信頼できる
所属機関

平成３０年度 約１億３，０００万円予算措置
平成３０年度中にオンライン申請実施

在留資格手続のオンライン化

信頼できる所属機関（取次・代理による申請）

オンライン申請利用者（予定）

在留期間更新許可申請，在留資格変更許可申請，
在留資格取得許可申請及び在留資格認定証明書交付申請
を対象として検討

オンライン対象申請種別（予定）

入管法別表第１の在留資格（短期滞在を除く）

オンライン対象在留資格（予定）

イメージ図
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在留管理基盤の強化により正確かつ迅速な情報の取得が前提

信頼できる
所属機関

許可等

・ 入管法等に規定された届出義務を履行している企業，教育機
関等

・ 複数の外国人を適法に継続して雇用している機関
・ 機関又はその役員に犯歴等がないこと

外国人材の受入れを一層進めるに当たって、平成30年度からオンライン化を含めた新しい在留資格手続を開始する
べく、所要の準備を進めるなどし、在留資格審査の大幅な円滑化及び迅速化を実現する。

そのため、在留管理基盤の強化に向けて、行政手続簡素化の原則も踏まえ、各種識別番号の活用の在り方など、外国
人の就労状況を正確かつ迅速に把握するための方策を検討する。

中長期在留者の審査の
ために必要な情報

労働関係情報 等
（雇入れ，離職）



➢ 厚生労働省，市区町村等の関係行政機関との連携強化による確実な情報の取得

➢ 外国人の所属機関等からの確実な就労状況等の情報の取得

法 務 省
Ministry of Justice在留管理基盤の強化に向けた課題と今後の方向性
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➢ 外国人材の一層の受入れを促進し，より迅速かつ正確に業種・職種も含む就労状況を把握
するための方策を行っていく必要がある

在留管理基盤強化に向けた課題在留管理基盤強化に向けた課題

具体的な方策案具体的な方策案


